
医師及び医療従事者の働き方改革の推進に係る特別償却制度について（医療機器）
（所得税、法人税）

15%

15%

「医師は全業種の中で最も長時間労働の実態にある」ことを踏まえ、医師の働き方改革を進め、医師の健康を確
保し地域における安全で質の高い医療を提供するため、2019年度税制改正において、医師・医療従事者の勤務時
間短縮に資する一定の設備について、特別償却ができることになりました。
特別償却とは、対象設備取得の初年度に普通償却費（定率・定額）に加え特別償却費を追加で償却できる制度で
あり、この特別償却割合を前倒しして減価償却費として計上できるというものです。
なお、この制度は2019年4月から2021年3月までに所定の手続きをして供用開始したものに適用できます。
【対象設備】医療機関が、都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターの助言の下に作成した特に医師の労働時間短縮に向けた医師勤務時

間短縮計画に基づき取得した器具・備品（医療用機器を含む）、ソフトウェアのうち一定の規模（30万円以上）のもの（未使用に限る）

【特別償却割合】取得価格の15％

上記を初年度に前倒しで計上

普通償却

普通

普通



医療法人等
働き方税制 業務フローイメージ

医療機関

①計画書提出

④設備供用6ヶ月後に計画書
のフォローアップ提出

②確認済み計画書返送

法人を
所轄する
税務署青色申告書提出

医業経営
アドバイザー

医療勤務環境改善支援センター

都道府県庁
医療勤務担当課室長

医療労務管理
アドバイザー

医療勤務環境
改善支援センター長
（委託の場合）

❶計画への助言

❷現場確認

❸計画の確認・押印
連携

❹’確認

❹確認 ❺公印押印

機器メーカー等

特別償却の場合、
計画書添付

機器購入検討
につき相談

類型１ 労働時間管理
の省力化・充実に資す
る勤務時間短縮用設備
等
類型２ 医師の行う作
業の省力化に資する勤
務時間短縮用設備等
類型３ 医師の診療行
為を補助又は代行する
勤務時間短縮用設備等
類型４ 遠隔医療を可
能とする勤務時間短縮
用設備等
類型５ チーム医療の
推進等に資する勤務時
間短縮用設備等

器具及び備品並びに
ソフトウエア

厚生労働省
❻❹による確認済みの計画書の件数、
うち④により機器の取得等を確認し
た件数、金額の集計及び計画書フォ
ローアップの集計を提出

③供用開始

＜都道府県・勤改センター向け資料＞



働き方税制 医療機関の青色申告フローイメージ
○当該法人の事業年度が4月1日～3月31日の場合
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【機器購入が事業年度
をまたぐケース】

※「機器等供用」はセンター（都道府県）による計画書の確認後に行い、
特別償却の対象年度内に実際に供用開始する必要
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○個人の場合は前年12月末までの1年間に係る青色申告を3／15までに行う


